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令和６年４月８日  

 各指定介護保険施設運営法人代表者 

 各指定介護サービス事業所運営法人代表者    

 

岐阜県健康福祉部高齢福祉課長   

 

 

岐阜県介護職員処遇改善支援補助金の受付開始について 

  

平素より県高齢者福祉行政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、県では、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和 5年 11月 2日閣議決定）

に基づき、介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、介護職員の賃金を 2％

程度引き上げるための標記事業を実施いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 補助金の概要 

 下記ＵＲＬより、補助金の概要及び交付要綱等を確認してください。 

 岐阜県公式ホームページ 

 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/197731.html 

 

２ 申請受付期間 

 令和６年４月１６日（火曜日）から令和６年５月７日（火曜日）（必着）まで 

 

３ 申請方法 

 電子メールまたは郵送にて申請してください。 

 宛先は上記ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。 

 

４ 問合せ先 

 制度全般に関するお問い合わせは厚生労働省のコールセンターに、計画書の提出に関す

るお問い合わせは岐阜県コールセンターにお問い合わせください。 

 ・厚生労働省介護職員処遇改善支援補助金コールセンター 

  050-3733-0222 

 （9時 00分から 18時 00分（土日含む）） 

 ・岐阜県コールセンター 

  050-1750-5466 

 （4月 9日（火）から 5月 24日（金）まで、平日 9時 00分から 17時 00分まで） 

様 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/197731.html
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